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本市は、平成 29 年 3 月に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」（以下、

法という。）に基づく「栗原市地域公共交通網形成計画」を策定し、広域路線、市内連携

路線及び地域内路線という運行形態により、地域公共交通ネットワークを構築してきま

した。また、乗合デマンド交通の導入や運行路線・便の見直しを随時実施し、より使いや

すくなるよう取り組んできているところです。 

一方で全国的にも、近年の人口減少や運転手不足の深刻化、地域公共交通を維持す

るための公的負担の増加等により、地域公共交通の維持が容易でなくなってきており、

これらの背景を踏まえ、令和 2 年 11 月に法が改正され、将来も地域公共交通を確保・

維持し、地域社会全体の価値を高めることが求められています。 

このことから、市の地域公共交通をとりまく実態を踏まえ、持続可能で利便性の高い

地域公共交通を確保・維持するため、法に基づく「栗原市地域公共交通計画」を策定す

るものです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 １-１ 本計画の位置づけ 
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本計画は、地域公共交通のマスタープランとして、鉄道、バス、タクシー等を含む多様

な公共交通に関する市全体の方向性を示すものであり、特にバス・タクシーの再編に重

点を置きつつ、各交通体系との連携（乗り継ぎ）や運賃制度、利用促進策、環境整備等

を含めた総合的な施策体系を計画対象としています。 

 

 

 

 

本計画の区域は、栗原市全体及び隣接する地方自治体へ乗り入れする路線とします。 

 
 

 

 

本計画の対象期間は、令和 6 年度から令和 10 年度までの 5 年間とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※令和 2 年 11 月の法改正により、地域公共交通網形成計画から地域公共交通計画へ変更されました。 

図 １-２ 計画期間 
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本市は、北部は岩手県、北西部は秋田県と境界を接する宮城県の内陸北部に位置し、

栗駒国定公園に含まれる栗駒山を擁し、ラムサール条約湿地に登録されている伊豆沼・

内沼の他、栗原市全域が栗駒山麓ジオパークのエリアとなっている自然豊かな田園都

市です。 

平成 17 年 4 月 1 日に築館町、若柳町、栗駒町、高清水町、一迫町、瀬峰町、鶯沢町、

金成町、志波姫町、花山村の栗原郡 10 町村が合併し、宮城県内最大の市域面積（805

㎢）を有する市となりました。 

また、市域東部には JR 東北新幹線や JR 東北本線などの鉄道網に加え、東北縦貫自

動車道、みやぎ県北高速幹線道路、国道４号などの交通軸が集中しており、鉄道や高速

バス等による県内外への移動に利用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-１ 位置図 
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（１）人口の推移 

栗原市の人口は、令和 3 年度末時点で約 6 万 4 千人であり、毎年 1 千人程度の減

少傾向が続いています。 

一方で、65 歳以上の高齢者人口はほぼ横ばいですが、人口に対する高齢化率は

41.3%に達しており、今後も上昇する見込みです。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    資料：住民基本台帳（各年 3 月末，栗原市） 

図 ２-２ 栗原市の人口と高齢化率の推移 
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（２）高齢者の運転免許保有状況 

栗原市における 65 歳以上の高齢者の運転免許保有者数は増加傾向となっており、

令和 3 年末時点の保有者数は 16,489 人で、高齢者人口の約 62.3％が運転免許を

保有しています。 

高齢者の運転免許自主返納者数は令和元年までは増加傾向でしたが、令和 2 年以

降は横ばいとなっており、令和 3 年は 223 人となっています。返納率は１．４％と低い水

準であることから、今後も自主返納は一定数あるものの、運転免許を保有する高齢者が

増えていくことが考えられます。 

一方で、令和 4 年 5 月から改正道路交通法が施行され、高齢運転者の免許更新時

の運転技能検査が義務化されたことから、今後、免許更新ができず運転できなくなる高

齢者が増えていくことも見込まれます。 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

図 ２-３ 栗原市の高齢者の運転免許保有状況 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 ２-４ 栗原市の高齢者の運転免許自主返納状況  

資料：栗原市資料

資料：宮城県警察 HP
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（３）市民の移動実態 

栗原市民の人の動きは、目的によって大きく異なっており、動きの実態に合わせた地

域公共交通が必要とされます。 

令和 3 年度に実施した「生活・移動実態等に関する市民・高校生アンケート」で、買い

物と通院、通学に関する移動実態と交通手段等を調査した結果、全体の約 8 割が市内

の買物施設や病院等を利用し、約 2 割が市外を利用しています。「市民バス」を主な移

動手段として利用しているのは、市内施設利用者が 5％、市外は 4％となっています。 

 

１）買い物 

市内での買い物は 85%となっており、前回計画策定時の平成 28 年度に実施したア

ンケート時点の 91%と比べ 6 ポイント減少しています。築館、若柳、栗駒の 3 地区は居

住地区内が多く、そのほかの地区においては、居住地区のほか築館、栗駒及び一迫地

区へも出かけています。 

市外での買い物は 15％となっており、平成 28 年度時点の 9%と比べ 6 ポイント増

加しています。大崎市が最も多く、次に登米市、一関市の順となっています。 

 

 

図 ２-５ 買い物の移動状況 

資料：生活・移動実態等に関する住民アンケート（R3,栗原市） 
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２）通院 

市内への通院は 81%となっており、平成 28 年度時点の 85%と比べ 4 ポイント減少

しています。居住地区に所在する病院のほか、築館、若柳、栗駒、一迫に各地区から通

院しています。 

市外への通院は 19%となっており、平成 28 年度時点の 15%と比べ 4 ポイント増加

しています。大崎市が最も多く、次に仙台市、一関市、登米市の順となっています。 

 

 

図 ２-６ 通院の移動状況 

 

  

資料：生活・移動実態等に関する住民アンケート（R3,栗原市） 
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３）通学 

市内高校への通学は 84%となっており、若柳（迫桜高校）への通学が最も多く、次に

築館（築館高校）、栗駒（岩ケ崎高校）、一迫（一迫商業高校）の順となっています。 

市外高校への通学は 16%となっており、大崎市が最も多く、次に登米市、一関市の順

となっています。 

 

 

図 ２-７ 通学の移動状況 

 
  

資料：生活・移動実態等に関する高校生アンケート（R3,栗原市） 
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「栗原市都市計画マスタープラン」（令和 3 年度改訂）では、都市づくりのテーマとして「自

然と都市、人と文化が織りなす田園都市 くりはら」を掲げ、拠点間を結ぶ持続可能な公共

交通網の形成を図ることとしており、実行過程で公共交通と連携した市街地形成をしてい

きます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中核機能ゾーン ：栗原中央病院周辺、みやぎ県北高速幹線道路と国道４号築館バイパス交差部、くりこま高

原駅周辺を位置づけ、新たな中心地域として交流や賑わいを創出する都市機能ゾーン。 

市街地都市拠点 ：都市計画法に基づき、建築される建物の規模や用途が指定されている築館及び若柳地域

の中心地を位置づけ、各地域の中心市街地を形成し、商店街や業務施設・行政施設等の

都市機能が集積する都市拠点。 

中核生活拠点 ：中核機能ゾーンとなっている志波姫地域を位置づけ、子育て支援、産業振興、交通アクセ

ス、宿泊機能等が充実する拠点。 

都市生活拠点 ：都市計画区域を有する栗駒及び金成地域の中心地を位置づけ、生活に密着した商業・業

務・総合支所等のほか、地域医療の中心となる市立病院、市民の雇用の場となる工業団

地など、豊かな都市生活に必要な機能が確保された生活拠点。 

地域生活拠点 ：高清水、一迫、瀬峰、鶯沢及び花山地域の中心地を位置づけ、それぞれの地域における生

活に密着した商業・業務・総合支所等の施設の集積と各地域がこれまで育んできた地域

個性を活かした交流、コミュニティの活性化を図る場となる生活拠点。 

図 ２-８ 将来都市構造概念 

 

資料：都市計画マスタープラン（栗原市）を基に作成 
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（１）栗原市の公共交通網 

１）市民バス 

栗原市の市民バスは、栗原市と市外を結ぶ広域路線が 4 路線、市内の各地を結ぶ市内

連携路線が 8 路線、それぞれの地区内を運行する乗合デマンド交通が 16 区域で運行さ

れています。また、中心的な停留所である栗原中央病院には 8 路線が、くりこま高原駅に

は 2 路線が運行しています。 

 

表 ３-１ 広域路線（栗原市と市外を結ぶ路線（4 路線）） 

 
 
 
 
 
 
 

資料：栗原市資料 

 

表 ３-２ 市内連携路線（市内の各地を結ぶ路線（8 路線）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：栗原市資料 
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表 ３-３ 地域内路線（それぞれの地区内を運行する路線（16 区域）） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※花山区域は、自家用有償旅客運送（交通空白地有償運送）を実施しています。 

資料：栗原市資料 
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２）鉄道 

表 ３-４ 鉄道一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料：東日本旅客鉄道（株）ウェブサイト 

 
 
３）高速バス 

表 ３-５ 高速バス一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料：各社ウェブサイト 
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図 ３-１ 栗原市民バス路線図 
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（２）市民バスの利用状況 

市民バス利用者数は、市民バス再編前の平成 30 年度は 377,513 人、再編後の令

和元年度は 385,580 人となっています。令和 2 年度は、新型コロナウイルス感染症拡

大の影響もあり 349,507 人まで減少しましたが、令和 3 年度は 362,754 人となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：栗原市資料 

図 ３-２ 市民バスの年間利用者数推移 

 
１）年間利用者数 

平成 30 年以降の年間利用者数は下図のとおりとなっており、広域路線については令

和 3 年度実績が約 15 万 5 千人で、平成 30 年度から約 2 割増加していますが、市内

連携路線は約 18 万人、地域内路線は約 2 万 8 千人で、いずれも平成 30 年度から減

少傾向にあります。特に地域内路線は、平成 30 年度の約 5 万 2 千人に対し、運行形態

を路線バスから乗合デマンド交通に転換した令和元年度は約 3 万人となっており、急激

に減少しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
資料：栗原市資料 

図 ３-３ 市民バスの年間利用者数  
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２）1 便当たりの利用者数（広域路線・市内連携路線） 

令和 3 年度における広域路線及び市内連携路線の 1 便当たりの利用者数は、平均約

6.5 人/便となっており、路線により大きなバラつきがあります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料：栗原市資料（R3 市民バス利用者データ） 

図 ３-４ 1 便当たりの平均利用者数（広域路線・市内連携路線） 

 

 

３）1 便当たりの利用者数（地域内路線（乗合デマンド交通）） 

令和3年度における地域内路線の1便当たりの利用者数は平均約1.8 人/便であり、

広域･市内連携路線（6.5 人/便）の約 1/4 となっています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：栗原市資料（R3 市民バス利用者データ） 

図 ３-５ 1 便当たりの平均利用者数（地域内路線） 
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４）便別の平均利用者数 

便別でみると、広域・市内連携路線は朝夕の利用が多く、9 時から 15 時までの便が

極端に少なくなっています。また、平均利用者数の特に少ない 3 路線においても、朝の

便は一定数の利用があります。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
資料：栗原市資料（R3 市民バス利用者データ） 

図 ３-６ 便別の平均利用者数（代表路線）  
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（３）収支状況 

１）市民バス運行実績 

令和 3 年度の年間運行経費は約 3 億 6,800 万円であり、このうち運賃収入は約 1

割で市が残り約 9 割を負担しています。利用者負担を軽減する令和元年の運賃改定に

伴い、運賃収入割合が改定前と比較し半減しています。 

市民バス再編前後の平成 30 年度と令和 3 年度の運行形態別の経費を比較すると、

路線バスから乗合デマンド交通へと切り替えた地域内路線は、経費が約 3,300 万円増

加し、再編前の概ね 1.4 倍となる約 1 億 2,600 万円を要しています。また、広域路線に

ついても、隣接市と共同運行していた路線が運賃改定に伴い単独運行となったこと等に

より約 3,500 万円増加し、概ね 1.6 倍となる約 9,400 万円の経費を要しています。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：栗原市資料 

図 ３-７ 市民バスの年間運行経費 
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２）1 回利用当たりの市負担額 

令和 3 年度に利用者が 1回利用するのに要した市負担額は、広域路線が約500 円、

市内連携路線が約 700 円となっていますが、地域内路線（乗合デマンド交通）は約

4,200 円で、広域･市内連携路線の約 6 倍から 8 倍の負担となっています。 

また、地域内路線の利用者が 1 回利用するのに要した市負担額は、運行経費の増加

と利用者数の減少が大きく影響し、市民バス再編前の平成 30 年度の約 1，600 円に対

し、令和元年度は約 4,400 円となっており、約 3 倍に増加しています。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 資料：栗原市資料 

図 ３-８ 1 回利用当たりの市負担額 
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３）市民バス路線別運行実績  

   令和 3 年度の市民バスにかかる路線別の詳細については次のとおりです。 

 

表 ３-６ 路線別運行実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：栗原市資料 
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今後の望ましい市民バスのあり方について、住民アンケートでは「サービスの充実」と 

「利用実態に応じた見直し」を望む意見が多く、利便性の向上と効率化の両立が求め

られています。 

また、バスの改善点について、市民バスの利用割合が高い高校生を対象としたアンケ

ートでは、「運行本数の増加」や「運行時間の調整」などの意見が多く出ています。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 ３-９ 地域公共交通に関する住民の意見 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 ３-１０ 地域公共交通に関する高校生の意見 

【問 3】今後の地域公共交通（市民バスや乗合デマンド交通）のあり方はどのようなものが望ましい

と思いますか。 

【問 2-6】あなたが利用する市民バスで改善してほしい内容をお答えください（複数回答）

資料：市民バスに関する高校生アンケート（R3，栗原市） 

資料：市民バスに関する住民アンケート（R3，栗原市）
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現在の栗原市における地域公共交通の課題は、以下の４つです。 

 

高齢者が自家用車に頼らず生活できる地域公共交通の整備 

高齢化の進行や、高齢者の運転免許保有者数の増加及び免許更新ができなくなる高

齢者の増加も見込まれることから、高齢者が安心して運転免許を自主返納できるように

公共交通を整備していくことが必要です。 

 

利便性の向上と効率化が求められる地域公共交通 

市民や高校生を対象としたアンケートでは、「公共交通サービスの充実」及び「利用実

態に応じた見直し」の意見が多く、利便性の向上と効率化の両立が求められています。

また、地域内に買物施設がないなど公共交通の利便性が低い地区の解消も必要です。 

 

地域公共交通にかかる財政負担 

市民バスの利用者数減少に伴い、市民バスの運行にかかる財政負担が増大していま

す。また、今後も人口減少による収入減が見込まれることから、市民バスの事業費抑制

が求められます。 

令和 3 年度は年間運行経費約 3 億 6,８00 万円のうち概ね 9 割にあたる約 3 億

3,100 万円を市が負担しており、特に、地域内路線は平成 30 年度に比べて概ね 1.4

倍となる約 1 億 2,600 万円、広域路線は概ね 1.6 倍となる約 9,400 万円の経費がか

かっており、運行経費の抑制が必要です。 

 

交通結節点へのアクセス性向上 

市民バスは、広域・市内連携・地域内の運行形態が連携することで広い市域をカバー

しており、仙台市や首都圏等へ移動する際の交通結節点として高速バスは、築館、一迫、

金成及び志波姫地区に停留所があり 10 路線が、東北本線は有壁駅、石越駅、新田駅

及び瀬峰駅に 6 路線が接続しています。 

また、くりこま高原駅へのアクセスも、市域南部及び東部からは既に直結する路線が

ありますが、北部及び西部からは乗り換えが必要となっていることから、アクセス性の向

上が求められています。 

 

 

  

課題１ 

課題２ 

課題３ 

課題４ 
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高齢者が安心して移動できる地域公共交通を維持します 
     （課題 1 及び２に対応） 

施策 1 地域の利用実態に合わせた地域公共交通への変更 

乗合デマンド交通は拠点となる買物施設や医療機関がない区域もあり、区域外

への移動など多様なニーズに対応し、かつ地域の輸送資源を活用した持続可能

な運行形態への切り替えを行います。 

 

持続可能な地域公共交通を形成します 
     （課題 2 及び 3 に対応） 

施策 2 市民バスの路線や便数等の見直し  

路線の統合や廃止、便数の調整、運行時刻の改正など、利用状況を考慮した見

直しを行い、運行の効率化を図ります。 

施策 3 適正な運賃への見直し  

持続可能な地域公共交通に向け、運賃の見直しを行います。 

 

広域移動を支える地域公共交通を形成します 
     （課題４に対応） 

施策 4 広域交通結節の改善  

市域北部及び西部から市外へ移動する際の重要な交通結節点である「くりこま

高原駅」へのアクセス改善に向けて、路線を延伸します。 

また、地域住民や運行事業者などの意見を聞きながら、高速道路パーキングエ

リア等での高速バスとの乗り継ぎの可能性について調査します。 

 

 

 

広域・市内連携・地域内の運行形態を維持し、路線の見直しによる効率化の推進や、

交通結節点へのアクセスを改善し、地域内路線を乗合デマンド交通からタクシー利用助

成へ切り替えることで利便性の維持・向上を図りつつ運行経費を削減し、持続可能なネ

ットワークを構築します。 

 

「くらしたい栗原」の実現に向け 持続可能で、 

くらしに便利な地域公共交通を維持・確保する 

目標 2 

目標３ 

目標 1 
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各施策の実施主体及び運行主体は次のとおりです。 

 

表 ６-１ 実施主体及び運行主体 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本計画に基づく事業の推進及び管理体制は次のとおりです。 

 

表 ６-２ 事業の推進・管理体制 
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計画の進行管理のための指標は、目標との整合性や指標の算出方法を加味し、以下

を設定します。 

評価指標の達成状況については、栗原市地域公共交通活性化協議会が毎年度定期

的に評価していきます。 

 

（１）評価指標及び各指標の目標値 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 ６-１ 基本方針・目標と評価指標の関係 

 

計画全体に対する評価指標 

【評価指標】市民バス利用者数 

・計画全体に対する総合的な指標として、「市民バス全体の年間利用者数」を設定 

します。 

 

【指標の目標値設定】 

･人口減少が進行する状況の中で現状の利用者数を維持することを目標とします。 

 

■算定方法 

・市民バス全路線の年間利用者数を合計します。 

 

表 ６-３ 目標値（計画全体） 
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目標 1「高齢者が安心して移動できる地域公共交通を維持します」に対する

評価指標 

【評価指標】タクシー利用助成の高齢者登録割合 

・路線の再編や利用促進などの取組により、高齢者が安心して移動できる地域公共

交通の実現状況を評価する指標として、「タクシー利用助成の高齢者登録割合」を

設定します。 

 

【指標の目標値設定】 

・現況の利用者割合を維持することを目標とします。 

 

■算定方法 

・市全体の高齢者人口に対する年間タクシー利用助成の高齢者登録割合を算出し

ます。 

 

表 ６-４ 目標値（目標 1） 

 

 

 

 

 

目標 2「持続可能な地域公共交通を形成します」に対する評価指標 

【評価指標】市民バスの年間収支率 

・路線再編、利用促進などの取組や運賃の見直しにより、収支率を向上して持続的

に市の公共交通を維持できることを評価する指標として、「市民バスの年間収支率」

を設定します。 

 

【指標の目標値設定】 

・現況の収支率を向上させることを目標とします。 

 

■算定方法 

・市民バス全路線の年間運行経費と年間収益額を集計し、年間運行経費に対する

収益額の割合を算出します。 

 

表 ６-５ 目標値（目標 2） 
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目標 3「広域移動を支える地域公共交通を形成します」に対する評価指標 

【評価指標】鉄道･高速バス最寄りバス停の利用者数 

・路線の再編や利用促進などの取組により、広域移動を支える地域公共交通の形成

が実現できることを評価する指標として、「鉄道･高速バス最寄りバス停の利用者数」

を設定します。 

 

【指標の目標値設定】 

・市外や県外への広域移動の交通結節点となる鉄道や高速バスへのアクセス向上に 

より、広域移動における市民バスの利用者が増加することを目標とします。 

   

■算定方法 

・鉄道駅、高速バス停周辺の停留所における市民バスの年間利用者数を合計します。 

 

表 ６-６ 目標値（目標 3） 
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 （２）評価のために収集するデータと収集方法 

各指標の評価に必要な資料・データを以下に示します。これらデータについては、毎

年の施策進捗や傾向を把握するため、定期的に収集することとします。 

 

表 ６-７ 収集データ及び収集方法 
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本計画では、各目標の達成に向けて次の事業を実施します。 

 

 

 

（１）実施内容 

・地区内外を問わず、タクシーを利用して自宅から目的地までの移動をサポートしま

す。 

・利用者が支払う料金は、居住地区内での利用は定額とし、居住地区外への利用は 

タクシー運賃の概ね半額とします。 

※花山地区は自家用有償旅客運送（交通空白地有償運送）を実施しており、今後

も乗合デマンド交通を継続します。 

（２）実施理由 

・運行時刻や目的地等の制限をなくし、利便性の向上を図ります。 

（３）実施効果 

・利用者は時間と場所に縛られずに利用でき、通院や買い物が便利になると考えら 

れます。 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７-１ タクシーを活用した公共交通イメージ  

パン屋
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（１）実施内容 

・大崎市民病院線と古川線を統合し、利用者数に応じた便や車両を確保します。 

・利用状況に応じた便数や車両サイズなどを検討します。 

（２）実施理由 

・通学生徒の増加と病院利用者が時間限定であることから適切な配車を図ります。 

（３）実施効果 

・路線の統合や便数等の見直しにより、運行経費の削減が想定されます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７-２ 路線の統合イメージ 
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（１）実施内容 

・持続可能な地域公共交通に向け、運賃の見直しを行います。 

（２）実施理由 

・持続可能な地域公共交通を形成するため、運賃を見直し、収支率の改善を図りま

す。 

（３）実施効果 

・適正な受益者負担により、収支の改善が見込まれます。 

 

 

 

（１）実施内容 

・市域北部及び西部からくりこま高原駅まで直接接続できるように、築館一関線と花 

山線を「くりこま高原駅」まで延伸します。 

（２）実施理由 

・これまで市域北部及び西部から広域移動につながる路線がなかったことから、くり 

こま高原駅まで延伸し、都市計画マスタープランにもとづく公共交通網の形成を図 

ります。 

（３）実施効果 

・2 路線の延伸により、市域北部及び西部からくりこま高原駅までのアクセスが改善 

され、地域住民の市外移動等がより便利になると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図 ７-３ くりこま高原駅への接続イメージ 
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各目標の達成に向けた事業と併せて、以下の事業も実施します。 

 
（１）実施内容 

・これまでと同様に「栗原市民バス利用ガイド」を配布します。 

（２）実施理由 

・情報を周知し、公共交通の利用促進を図ります。 

（３）実施効果 

・今回の見直しでは運賃や路線の統合・延伸など多くの変更があったことから、これ 

らの情報も含めた利用ガイドを作成・配布することで、公共交通の利用促進につな 

がると考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ７-４ 栗原市民バス利用ガイドの例 
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1 市民アンケート調査結果 

 

 

 

  



 

資料-2 

1 －1 アンケート概要 

（１） アンケートの目的 

本アンケートは、18 歳以上の市民を対象に、移動実態やバスに関する意識を把握する目的

で令和 4 年 2 月に実施しました。 

（２） 対象者 

アンケートの配付数は次のとおりであり、回収率 30%を想定し、信頼度 85%となる 420 枚

の回収を想定して各地区 140 人（住民基本台帳無作為抽出）を配布しました。 

 

     地区別配付数  （単位：枚） 

地区 配付数 地区 配付数 

築館 140 瀬峰 140

若柳 140 鶯沢 140

栗駒 140 金成 140

高清水 140 志波姫 140

一迫 140 花山 140

  合計 1,400

（３） 配付回収方法 

本アンケートは、紙および WEB の併用方式で実施し、次の方法で配布、回収しました。 

配付： 受託業者から対象者に郵送配付 

      ↓           ↓ 

     紙回答        WEB 回答 

      ↓           ↓ 

回収： 郵送回収           

      ↓           ↓ 

    データ入力 

      ↓           ↓ 

データ整理 

            ↓      

          集計作業 

（４） 回答状況 

配付数 1,400 枚、回答数 709 枚で、回答率 50.6%となりました。 

 

 

  



 

資料-3 

1－2 アンケート結果 

１ あなた自身について 

【問１-１】あなたのお住まいを教えてください。 

 

概ね全地区から平均的に回答が得られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問１-２】あなたの年齢を教えてください。 

 

高齢者回答数が多くなっており、特に 70 歳以上の回答が約 3 割を占めています。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

１８～１９歳 0.9%

２０～２９歳 5.2%

３０～３９歳 8.3%

４０～４９歳

11.7%

５０～５９歳

14.5%
６０～６９歳

29.2%

７０歳以上

29.9%

無回答 0.3%

築館地区

8.2%

若柳地区

9.7%

栗駒地区

10.6%

高清水地区

9.6%

一迫地区

10.4%瀬峰地区

8.7%

鶯沢地区

10.3%

金成地区

11.3%

志波姫地区

9.5%

花山地区

11.4%

無回答

0.3%

（回答者 N=709 人） 

（回答者 N=709 人） 
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【問１-３】市民バスをご存知ですか。 

 

市民バスの認知度は、全体の約 96.1%が「知っている」と答えるが、うち「利用したことが無

い」が全体の約 72.2％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問１-４】普段、自動車を運転されますか。 

 

運転する人が約 9 割となっており、多くが普段自動車を運転しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

運転する 88.9%

運転しない

10.4%

無回答 0.7%

知っている

(利用したことが無い)

72.2%

知っている（利用

したことがある)

23.9%

知らない 3.5% 無回答 0.4%

（回答者 N=709 人） 

（回答者 N=709 人） 
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【問１-５】主な移動手段は何ですか。（利用頻度の高いものを 2 つまでお選びください） 

 

主な移動手段は「自家用車（自分で運転）」が突出して多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（回答者 N=709 人） 

76.4 

6.9 

8.3 

3.7 

1.0 

0.1 

0.0 

0.4 

0.4 

0.7 

2.0 

8.3 

16.1 

14.2 

6.2 

7.5 

7.5 

4.1 

2.7 

2.0 

0.6 

30.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自家用車(自分で運転)

徒歩

自家用車（送迎）

自転車

バス

新幹線

東北本線

バイク

タクシー

乗合デマンド交通

無回答

最もよく使う交通手段 2番目によく使う交通手段
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【問１-６】７０歳以上の人で運転免許証をお持ちの方にお聞きします。 

       〇運転免許証を返納する意思はありますか。 

 

45.8％が返納の意思があると回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇返納予定を教えてください。（概ね何歳を予定） 

 

「80 歳以上」が 63.6％を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ある 45.8%

ない 39.6%

無回答 14.6%

75歳以上

13.6%

80歳以上

63.6%

85歳以上

20.5%

90歳以上

2.3%

（回答者 N=212 人） 

（回答者 N=88 人） 
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〇返納しない理由を教えてください。 

 

返納しない理由は、「交通の便が悪いため」が 20 人と最も多く、回答者の 3 割近くを占めま

す。次いで「仕事で必須であるため」、「買い物で必須なため」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

２ 主な移動について 

【問２】普段の主な移動（外出）についてお尋ねします。 

移動の目的を教えてください。（複数回答） 

 

「買い物」と回答している人が 70.4％を占めており、次いで「通院」が 52.2%、「通勤・通学」

が 49.6%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（回答者 N=77 人） 

20

15

12

10

8

7

1

4

0 5 10 15 20 25

交通の便が悪いため

仕事で必須であるため

買い物で必須なため

運転に問題がないため

通院のために必要

生活に必須であるため

身分証明書として所持

その他

（人）

70.4 

52.2 

49.6 

11.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

買い物

通院

通勤・通学

無回答

（回答者 N=709 人） 



 

資料-8 

年齢別では、買い物および通院目的と回答した人は 60 歳以上の割合が高くなっています。

また、通勤・通学については、59 歳以下の割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問２-１】日頃の買い物（食材や日用品など）についてお尋ねします。 

       〇よく行くお店はどこですか。 

 

70.4％が市内で買い物しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.4%

1.4%

5.6%

3.8%

9.1%

8.0%

4.3%

13.6%

11.1%

7.1%

18.2%

14.3%

13.9%

21.6%

29.8%

31.5%

27.0%

30.8%

39.4%

9.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

買い物

通院

通勤・通学

１８～１９歳 ２０～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳

５０～５９歳 ６０～６９歳 ７０歳以上

市内へ買い物に行く

70.4%

市外へ買い物に行く

12.0%

無回答 17.6%

（回答者：買い物 N=497 人、通院 N=368 人、通勤・通学N=352 人） 

（回答者 N=499 人） 
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〇よく行く地区はどこですか。（市内） 

 

買い物目的でよく行く地域は築館地区が最も多く、次いで栗駒地区、志波姫地区となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住地別では、概ね自地区で買い物しているものの、高清水地区、一迫地区、瀬峰地区、鶯

沢地区、金成地区、花山地区は、他地区での買い物が多くなっています。 

 

（居住地区-よく行く地区）                           （単位:人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

築館地区

36.5%

若柳地区 9.1%

栗駒地区

16.5%
高清水地区 1.2%

一迫地区 8.5%

瀬峰地区 1.7%

金成地区 6.9%

志波姫地区 10.8%

花山地区 0.3%

無回答 8.5%

　　　　よく行く地区

居住地区
築館 若柳 栗駒 高清水 一迫 瀬峰 鶯沢 金成 志波姫 花山 計

築館　　　 24 3 27

若柳　　　 1 28 3 1 33

栗駒　　　 5 32 3 3 43

高清水　　 10 4 14

一迫　 18 11 2 31

瀬峰　　　 5 5 1 11

鶯沢　　　 17 24 1 1 43

金成　　　 10 2 2 17 6 37

志波姫　　 14 2 1 21 38

花山　 24 18 1 43

計 128 32 58 4 30 6 23 38 1 320

（回答者 N=351 人） 
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【問２-２】どのくらいの頻度で行きますか。 

 

買い物の頻度は週 1～2 回が最も多く、次いで週 3～4 日となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問２-３】普段、食材や日用品等の移動販売や宅配サービスを利用されていますか。 

 

移動販売や宅配サービスを利用している人は約 23.7%であり、利用してみたいと答える人

は 9.2%となっています。これらを合わせると約 3 割の人が移動販売や宅配サービスを利用し

ている、または利用意向があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利用している

23.7%

利用していない

65.1%

将来は利用してみたい

9.2%

無回答 2.0%

週5日以上

7.6%

週3日～4日

25.1%

週1日～2日

47.1%

月に数日

16.2%

その他 1.6%
無回答 2.4%

（回答者 N=499 人） 

（回答者 N=499 人） 
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【問２-４】定期的な通院についてお尋ねします。 

       〇よく行く病院はどこですか。 

 

通院については、市内に通院している人が 71.1％、市外が 16.5％という結果です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

居住地区別では、築館地区、若柳地区、栗駒地区、一迫地区に各地域から通院している人が

多くなっています。 

 

（居住地区-よく行く病院①の地区）                      （単位:人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市内へ通院している

71.1%

市外へ通院している

16.5%

無回答 12.4%

　　　病院①の所在地

居住地区
築館 若柳 栗駒 高清水 一迫 瀬峰 鶯沢 金成 志波姫 花山 計

築館　　　 17 2 1 1 21

若柳　　　 7 17 1 25

栗駒　　　 5 1 22 2 2 32

高清水　　 3 5 1 2 11

一迫　 13 9 1 23

瀬峰　　　 2 12 1 15

鶯沢　　　 4 3 20 7 2 36

金成　　　 8 4 4 10 1 27

志波姫　　 14 1 1 2 1 7 26

花山　 13 1 1 16 1 5 37

計 86 27 50 5 28 16 7 15 14 5 253

（回答者 N=370 人） 
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また、市外に通院している人のうち、大崎市が最も多く 44.1%、次いで仙台市 20.3%、一

関市と登米市 15.3%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問２-５】どのくらいの頻度で通院しますか。 

 

通院は、約半数が「月に数日」と回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

大崎市 44.1%

仙台市 20.3%

一関市 15.3%

登米市 15.3%

大和町 3.4%
東京都 1.7%

週5日以上 0.3% 週3日～4日 1.1%

週1日～2日 4.0%

月に数日 48.4%

その他 41.3%

無回答 4.9%

（回答者 N=59 人） 

（回答者 N=370 人） 
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【問２-６】通勤・通学（大学・専門学校等）についてお尋ねします。 

      〇会社や学校の所在地はどこですか。 

 

通勤・通学は、約 7 割が市内、約 3 割が市外という結果です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇通勤・通学先をご記載ください。（市内） 

 

市内の通勤・通学先は、築館が最も多く 22.0％、次いで金成 13.5％、栗駒 12.3％となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市内へ通勤・通学している

69.0%

市外へ通勤・通学

している

28.7%

無回答 2.3%

築館

22.0%

金成

13.5%

栗駒

12.3%
一迫

11.4%

若柳

10.6%

高清水

8.1%

志波姫

8.1%

鶯沢 5.5%

花山 4.7%

瀬峰 2.5% その他 1.3%

（回答者 N=352 人） 

（回答者 N=235 人） 
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居住地別では、築館への通勤・通学が最も多く、次いで金成、栗駒、若柳となっています。 

 

（居住地区-通勤・通学先（市内））                      （単位:人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇通勤・通学先をご記載ください。（市外） 

 

市外の通勤・通学先は大崎市が 37.4%と最も多く、次いで登米市 23.3％、仙台市 13.2％

となっています。県外では一関市が 8.1%と多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　　　　 通勤・通学先

居住地区
築館 若柳 栗駒 高清水 一迫 瀬峰 鶯沢 金成 志波姫 花山 その他 計

築館 14 2 4 1 2 2 1 26

若柳 3 12 1 2 1 1 3 2 25

栗駒 4 1 11 6 5 1 28

高清水 3 1 7 1 1 1 14

一迫 6 1 1 4 10 1 2 2 27

瀬峰 1 5 2 1 9

鶯沢 6 2 6 2 9 2 1 1 29

金成 2 3 4 1 16 2 28

志波姫 7 2 2 4 8 1 24

花山 5 1 2 6 1 10 25

計 51 25 29 19 27 6 13 32 19 11 3 235

大崎市 37.4%

登米市 23.3%

仙台市 13.2%

一関市 8.1%

大衡村 3.0%

その他 2.0%

加美町 2.0%

大和町 2.0%

平泉町 2.0%

気仙沼市 1.0%

奥州市 1.0%

石巻市

1.0%

蔵王町 1.0%

南三陸町 1.0%

美里町 1.0%

福島県 1.0%

（回答者 N=99 人） 
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居住地別では、大崎市への通勤・通学が最も多く、次いで登米市、仙台市となっています。 

 

（居住地区-通勤・通学先（市外））                      （単位:人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地域公共交通のあり方について 

【問３】今後の地域公共交通（市民バスや乗合デマンド交通）のあり方はどのようものが望ま

しいと思いますか。（単一回答） 

 

「サービスの充実」と「利用実態に応じた見直し（廃線等を含む）」が概ね 3 割となっており、ま

た「利用者の適正な費用負担」と回答している人が 11.8%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

サービスの充実

32.2%

利用実態に応じた見直し

（廃線等を含む）

31.0%

利用者の適正な

費用負担

11.8%

運賃の低廉化

8.6%

その他 4.1%

環境への配慮 1.6%

無回答

10.7%

　　　　 通勤・通学先

居住地区

大
崎
市

登
米
市

仙
台
市

一
関
市

大
衡
村

加
美
町

大
和
町

平
泉
町

気
仙
沼
市

石
巻
市

蔵
王
町

南
三
陸
町

美
里
町

奥
州
市

福
島
県

そ
の
他

計

築館 2 1 1 4

若柳 4 4 2 3 1 14

栗駒 2 1 1 1 5

高清水 9 3 3 1 1 1 18

一迫 5 2 1 1 1 10

瀬峰 8 8 3 1 1 1 22

鶯沢 2 1 1 1 5

金成 2 2 2 1 7

志波姫 2 3 2 1 1 1 10

花山 3 1 4

計 37 23 13 8 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 99

（回答者 N=709 人） 
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４ その他 

【問４】市民バスや乗合デマンド交通の改善点など、栗原市の公共交通についてご意見がござ

いましたらご自由にご記入ください。 

 

自由意見を分類した結果は、「サービスの充実」に関する意見が多く、次いで「運行の維持」、

「情報提供の充実」となっています。また、見直しについては財政負担を考慮すべき意見も見ら

れます。 

 

 

  

95

47

14

13

13

11

11

6

6

2

1

26

0 20 40 60 80 100

サービスの充実

運行の維持

情報提供の充実

域外運行の希望

将来の利用意向

財政負担の軽減

料金に関する意見

車両に関する意見

タクシー補助要望

運賃に関する意見

環境負荷低減

その他

（人）

（回答者 N=245 人） 
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2 高校生アンケート調査結果 
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2－1 アンケート概要 

（１） アンケートの目的 

本アンケートは、バスの利用が多い高校生を対象に、移動実態やバスに関する意識を把握す

る目的で令和 4 年 2 月に実施しました。 

 

（２） 対象生徒数 

対象生徒は次のとおりです。 

           学校別配付数     （単位：枚） 

学校名 1 年生 2 年生 合計 

築館高等学校 162 144 306

迫桜高等学校 133 157 290

岩ケ崎高等学校 42 65 107

一迫商業高等学校 33 34 67

古川高等学校 29 32 61

古川工業高等学校 5 17 22

古川黎明中学校・高等学校 14 2 16

古川学園高等学校 7 14 21

佐沼高等学校 19 25 44

一関第一高等学校 2 3 5

一関学院高等学校 3 2 5

計 449 495 944

 

（３） 回答状況 

配付数 944 枚、回答数 817 枚で、回答率 86.5%となりました。 
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2－2 アンケート結果 

 

問１ あなた自身について、お尋ねします。 

【問１-２】あなたお住まいをお答えください。 

 

回答者の居住地区は、市内が約 8 割、市外が約 2 割です。 

市内において、最も多いのは築館地区（17.8%）、次いで若柳地区（15.4％）、栗駒地区

（10.9％）となっています。 

  

 

  

築館地区

17.7%

若柳地区

15.4%

栗駒地区

11.0%

高清水地区 4.4%一迫地区 8.4%

瀬峰地区 4.0%

鶯沢地区 2.6%

金成地区

8.2%

志波姫地区

9.1%

花山地区 1.0%
市外

15.8%

無回答 2.3%

（回答者 N=817 人） 
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学校別の回答者居住地区 集計結果        （単位：人） 
 

築

館

地

区 

若

柳

地

区 

栗

駒

地

区 

高

清

水

地

区 

一

迫

地

区 

瀬

峰

地

区 

鶯

沢

地

区 

金

成

地

区 

志

波

姫

地

区

花

山

地

区

登

米

市

大

崎

市

美

里

町

一

関

市

総

計

築館高

等学校 
66 31 23 7 31 11 8 31 27 3 12 12   262

迫桜高

等学校 
25 66 18 7 7 10 4 23 35  87 1 1 12 296

岩ケ崎

高等学

校 

4 10 35  6  6 6 2      69

一迫商

業高等

学校 

23 1 4 5 18 1  2 3 4  2   63

古川高

等学校 
12 3 4 3 2 4  1 2      31

古川工

業高等

学校 

6 1 1 7 2 4  1 1      23

古川黎

明高等

学校 

1     1 1     1 1  5 

古川黎

明中学

校 

4 1 1 3 1  1        11

古川学

園高等

学校 

4 2  3 2 1   1 1     14

佐沼高

等学校 
 9 1 1  1  2 3      17

一関第

一高等

学校 

 1 1    1 1       4 

一関学

院高等

学校 

 1 2            3 

総計 145 126 90 36 69 33 21 67 74 8 99 16 2 12 798

 

  

居住 

地区 

学校 
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市外に居住していると回答している人のうち、最も多いのが登米市 76.7%、次いで大崎市

12.4％、一関市 9.3%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【問１-３】普段の登下校時に利用する主な移動手段をお答え下さい。 

 

登下校の移動手段は保護者の送迎が最も多く 43.8％であり、次いでバス（38.9％）となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

登米市

76.7%

大崎市

12.4%

一関市

9.3%

美里町 1.6%

保護者等の送迎

43.8%

バス

38.9%

自転車

8.1%

徒歩 3.9%

バイク 2.6%
鉄道 2.1%

無回答 0.6%

（回答者 N=129 人） 

（回答者 N=817 人） 
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問２ 市民バス等についてお聞かせください。 

【問２-２】普段の登下校時に利用したいバスの時間帯をお答えください。 

登校時は、学校の始業時間に合わせて7～8 時台の利用が多くなっています。一方、下校時

は、16～19 時に分散しています。 

 

【登校時】学校到着時刻             【下校時】学校出発時刻 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問２-３】市民バスを利用する理由をお答えください。（複数回答） 

市民バスを利用する理由にいて、76.8%が「自宅から学校まで遠いから」を選択しています。

また、39.7%が「公共交通しか通学手段が無いから」を理由の一つとして挙げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6時台 2人

7時台 85人

8時台 223人

11時台 1人 13時台 1人

14時台 1人

15時台 9人

16時台 96人

17時台 77人

18時台 66人

19時台 55人

20時台 2人

21時台 1人

（回答者 N=310 人）  （回答者 N=309 人） 

76.8 

39.7 

25.0 

4.1 

3.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅から学校まで遠いから

公共交通しか通学手段が無いから

運賃が安いから

その他

無回答

（回答者 N=340 人） 
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【問２-４】日頃利用している市民バスの満足度を教えてください。 

「満足」と「やや満足」を合わせると、27.4%が満足している結果となっています。一方で「や

や不満」と「不満」を合わせて 30.3%が不満と感じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問２-５】あなたが利用する市民バスで満足していることをお答えください。（複数回答） 

満足と感じる理由として運賃を挙げている方が多くなっています。一方、運行便数や乗り継

ぎについては、満足度が低い結果となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

満足

10.0%

やや満足

17.4%

普通

38.5%

やや不満

22.1%

不満

8.2%

無回答

3.8%

74.4 

25.9 

24.1 

13.5 

9.7 

5.0 

2.4 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

運賃

運行ルート

運転手の対応

運行時刻

案内表示等の情報提供

運行便数

鉄道や他のバスとの乗り継ぎ

その他

（回答者 N=340 人） 

（回答者 N=340 人） 
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【問２-６】あなたが利用する市民バスで改善して欲しい内容をお答え下さい。（複数回答） 

改善点として最も多く挙げられたのが「バスの運行本数を増やして欲しい」です。次いで「バ

スの運行時間帯を変えて欲しい」となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問３ 通学時以外の市民バスの利用についてお聞かせください。 

【問３-１】休日など、通学時以外で市民バスを利用しますか。 

休日に市民バスを利用する人は、「よく利用する」「たまに利用する」を合わせて約 5 割となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

よく利用

する

10.8%

たまに利用する

39.8%

ほとんど利用しない

47.3%

無回答

2.1%

80.9 

50.9 

22.6 

19.7 

18.2 

14.1 

12.9 

9.4 

4.4 

9.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

バスの運行本数を増やして欲しい

バスの運行時間帯を変えて欲しい

待合スペースを設置して欲しい

目的地まで早く着くようにして欲しい

緊急時の運行情報を発信して欲しい

バス停を増やして欲しい

バスの運行ルートを変えて欲しい

バス停の位置を変えて欲しい

鉄道とバスの乗り継ぎを良くして欲しい

その他

（回答者 N=340 人） 

（回答者 N=817 人） 
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問４ 市の公共交通について意見等がありましたら、自由にお書きください。 

自由意見を分類した結果、便数増加に対する意見が多くを占めており、次いでバスサイズに

関する要望、安全運転の要望となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高校別に上記意見を整理した結果、多くの高校から便数増加についての意見が出ています。 
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9

8

7

6

5

3

2

2

1

1
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便数増加

バスサイズに関する要望

安全運転の要望

遅延の防止

経路の拡充

車内環境の改善

時刻の調整

バス停の増加

運転手の態度

乗継の改善

料金に関する要望

情報提供

情報提供の高度化

待ち時間の短縮

待合室の設置

その他

特になし

主な意見
築館

高等学校
迫桜

高等学校
岩ケ崎

高等学校
一迫商業
高等学校

古川
高等学校

古川黎明中学
校・高等学校

古川工業
高等学校

古川学園
高等学校

佐沼
高等学校

一関第一
高等学校

一関学院
高等学校

便数増加 51% 22% 22% 33% 74% 64% 67% 25% 33% 0% 0%

バスサイズに関する要望 4% 3% 0% 0% 11% 18% 0% 0% 67% 0% 0%

安全運転の要望 7% 1% 5% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0%

遅延の防止 2% 6% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

経路の拡充 2% 3% 8% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

車内環境の改善 4% 1% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0% 0%

時刻の調整 2% 1% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

バス停の増加 2% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

運転手の態度 1% 0% 0% 0% 0% 0% 22% 0% 0% 0% 0%

乗継の改善 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0%

料金に関する要望 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

情報提供 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

情報提供の高度化 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 0%

待ち時間の短縮 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

待合室の設置 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

その他 3% 6% 5% 6% 5% 0% 11% 0% 0% 33% 0%

特になし 17% 57% 51% 50% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0%

総計 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

（単位：％）

（単位:人）

（回答者 N=305 人）
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